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米国の環境政策 とバ イオ ・エタノール産業の成長

野 口 義 直

は じ め に

こ こ20年 間,世 界 最 大 の 石 油 消 費 国 で あ る米 国 に お い て,ト ウモ ロ コ シ を主

原 料 とず るバ イ オ ・エ タ ノー ル の 消 費 量 の 増 加 が 顕 著 で あ るP。 バ イ オ ・エ タ

ノー ルの主 た る用 途 は,ガ ソ リンを代 替す る 自動 車 燃 料 で あ る。 現在,世 界 一

の バ イオ ・エ タ ノー ル燃 料 の 消 費 国 は年 間40億 ガ ロ ンを消 費 す る ブ ラ ジ ルで あ

り,米 国 は 年 間11億 ガ ロ ンを 消 費 して 第二 位 で あ る、,とは い え,米 国 の 自動 車

燃 料 市 場 は,年 間1700億 ガ ロ ンの ガ ソ リ ンを消 費 す る 世界最 大 の石 油 製 品市 場

で あ り,エ タ ノー ル燃 料 に対 す る潜 在 的 需 要 は大 きい 。

地 球 環境 問題 が ク ロー ズ ア ップ され る現 在,化 石 燃 料 を代 替 す る再 生 可 能 燃

料 と して,バ イオ燃 料 が 注 目 を集 め て い る。特 に地 球 温 暖 化 ガ ス排 出 量 削 減 と

い う観 点か らは,植 物 の成 長 過程 で 二 酸化 炭 素 を吸 収 す る こ とか ら
,化 石 燃料

か ら バ イ オ燃 料 へ の 転 換 は 合 理 的 な も の と考 え られ て い る2)。2001年 に米 国

ジ ョー ジ ・W・ ブ ッシ ュ政 権 は地 球 温 暖化 防止 条 約 か ら離 脱 した が ,仮 に 米 国

が 同条 約 に と ど ま った な ら,バ イ オ ・エ タ ノー ル燃 料 に対 す る需 要 が さ らに増

大 した こ とは 容 易 に推 測 で きる、、

さて,米 国 の バ イ オ ・エ タ ノー ル産 業 は誕 生 して か ら,ま だ20年 余 りを経 過

1)エ タノールは化石燃料を原料として石油化学プラントでも製造されている。世界的な業界最大

手は,BPグ ループの石油化学会社であるBPケ ミカル(BPChemicaDで ある。このような化
石燃料由来の工タノールと区別して,植 物由来のものをバイオ ・エタノールと呼ぶ、

2)た だし,バ イオ燃料といえども大量生産されれば,様 々な環境間題を引き起こす可能性がある。

原料 となる農産物の大量生産に伴って,農 薬 ・化学肥料による上壌 ・水質汚染,遺 伝子組替え作
物,地 下水の枯渇などである.
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した にす ぎ ない 。20世 紀 初頭.ヘ ン リー ・フ ォー ドはバ イ オ ・エ タ ノー ル燃 料

を 自動 車 燃 料 と して 想 定 して い た が,石 油 メ ジ ャ ー を中 心 とす る石 油 精 製 産業

が ガ ソ リ ン生 産 を担 い,自 動 車 用燃 料 市 場 を独 占 して きた 。 そ して,1980年 代

初頭 に な って漸 く,穀 物 メ ジャー の ア ー チ ャー ・ダ ニエ ル ズ ・ミ ッ ドラ ン ド社

(ArcherDanielsMidlaIldCo.;以 下,ADM社 と 略 称 す る)や カ ー ギ ル社

(CargillCo.)を 中 心 とす る ア グ リ ビ ジ ネ ス(農 業 関 連 産 業)が バ イ オ ・エ タ

ノー ルの 製造 を 開始 し,自 動 車 用 燃料 市場 へ の参 入 を果 た した。 そ れ 以 来,米

国 にお け るバ イ オ ・エ タノ ー ルの 製 造 量 は 着実 に仲 び て い る。 本 稿 の 課 題 は.

米 国 バ イ オ ・エ タ ノー ル産 業 の 成 長 の 諸 条 件 を 解 明 す る こ とで あ る。

ア グ リ ピジネ ス研 究 に よれ ば,そ の 一つ の条 件 は,米 国連 邦 政府 によ る ア グ リ

ビジ ネス企 業へ の支援 政 策 で あ る。米 国 の穀 物 メ ジ ャー ・カー ギ ル社 が 川下 事業

へ の多 角化 戦略 をすす め る際 に成 長分 野 とな った のが トウモ ロ コ シの ウ ェ ッ ト ・

ミリン グ(湿 式粉 砕)加 工 部 門 であ ったが,そ の 主力 製 品 の一 つ とな った のが バ

イ オ ・エ タ ノー ル燃 料 で あ った31。オ イ ル シ ョ ック を契 機 と して,連 邦 政 府 は

バ イオ ・エ タノ ー ル燃 料 を 中東 産輸 入原 油 を代 替 す る国 産 エ ネ ルギ ー の 一 つ と

して 位置 づ け,補 助 金 助 成 や 燃 料税 減免 な どの手 段 を通 じて,積 極 的 な 同 産 業

の保 護 育 成政 策 をす す めて きた 。補 助 金 給 付 が,ト ウモ ロ コ シ生 産 農 家 で は な

く,バ イ オ ・エ タ ノー ル燃 料 を製 造 す るア グ リ ビ ジネ ス企 業 に 向 け られ て い る

よ う に,こ の 政 策 は大 手 ア グ リビ ジ ネ ス企業 の事 業 支 援 の性 格 を もつ 。

本 稿 で,米 国 バ イ オ ・エ タ ノー ル産 業 の 成 長 の も う一つ の条 件 と して注 目す

る の は,米 国 連 邦 政 府 の実 施 す る環 境 政 策,と りわ け大 気 清 浄 化 法(Clean

AirAct)の 展 開 で あ る4》。 米 国 の大 気清 浄 化 法 は,自 動 車 排 気 ガス に 由 来す る

3)中 野一新 「世紀の転換期における農業市場のゲローバル化とリーショナル化」(中野一新 ・杉

山道雄編 『グローバリゼーションと国際農業市場』筑波書房.2001年,32ベ ージ)。

4)穀 物アナリストの江藤氏は.1990年 大気清浄化法が米国のバイオ・エタノール産業が成長する

上で大きな契機となったと指摘している、同法は自動車排気ガスの浄化のために含酸素化合物を

ガソリンにブレンドすることを要求したが,穀 物由来のバイオ ・エタノールを押すアグリピジネ

スと原油由来のメタノー'レ(正確にはMTBEで ある)を 押す石油業界 との間で激しいロビー宣

伝合戦が繰 り広げられ,ア グリビジネスが優勢 とな・)ていったという。大気清浄化法に注目する

江藤氏の指摘は有益であるが,歴 史的には1970年大気清浄化法にまでさかのぼって考察する必/
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大 気 汚染 を解 決 す るた め に ガ ソ リ ンの 品 質 を規 制 して お り,こ れ が 自動 車 用燃

料 の市 場 構 造 を変 化 させ る要 因 とな って い る。

大 気 清 浄 化 法 の 展 開 に は 大 き く二 つ の画 期 が あ り,そ れ ぞ れ バ イ オ ・エ タ

ノー ル需 要 を創 出 し,増 加 さ せ る 条件 とな っ てい る。概 括 して お け ば 以 下 の よ

うに な る。

第 一 の 画 期 は,1970年 大 気 清 浄 化 法 修 正 法(CleanAirActAmmendments

{)r1970,以 下,1970年 法 と略 称 す る) ,有 名 な マ スキ 」法 の 成 立 で あ る,,1970

年 法 は,自 動 車 産業 に対 して,」 酸 化 炭 素,窒 素 酸 化 物,硫 黄 酸 化 物 な ど の排

気 ガ ス 中 の有 害 物 質 の 除 去 を 要 求 す る。 同 時 に,環 境 保 護 庁(EnvirOm・ental

ProtectionAgencylEPA)に 対 して 自動 車 用燃 料 を 規 制 す る権 限 を定 め て お

り,EPAは これ に基 づ い て,ガ ソ リ ンの 無 鉛 化 政 策 をす す め た 。 バ イ オ ・エ

タ ノー ル は,鉛 を代 替 す る オ ク タ ン価 向上 剤 と してEPAに 認 可 さ れ
,ガ ソ リ

ンヘ の添 加 が 開 始 さ れ た.

第二 の画 期 は,1990年 大 気 清 浄 化 法 修 正 法(CleanAirActAmendrnentsof

1990,以 下?1990年 法 と略 称 す る)の 成 立 で あ る。1990年 法 は,自 動 車 の排 気

ガ ス浄化 の た め に ガ ソ リ ン規 格 の 制 定 に まで 踏 み込 み ,大 気 汚 染 の深 刻 な地 域

に 対 し て,含 酸 素 ガ ソ リ ン(oxygen盆tedgasoline:)お よ び 改 質 ガ ソ リ ン

(ReformulatedGasohne)と い う ク リー ン ・ガ ソ リンの 導 入 を要 求 した 。 二 つ

の ガ ソ リ ン規 格 は,オ ク タ ン価 向 上 添 加剤 と して含 酸 素 化 合 物(oxygenates)

を使 用 す る こ と を義 務 づ け て お り,含 酸 素 化 合物 の 一 種 で あ る バ イ オ ・エ タ

ノー ルが さ らに 増 大 す る こ と とな っ た 、,

以 ドの 叙 述 は 次 の順 序で 行 う。 は じめ に,米 国 エ タ ノー ル 産業 の概 観 を与 え

る た め,産 業 構 造,保 護 政 策 につ い て 見 て い く(第 皿節)。 つ ぎ に ,大 気 清 浄

化 法 の も とで の ガ ソ リ ン品 質規 制 が エ タ ノー ル需要 に対 して どの よ うな影 響 を

与 え だ のか,検 証 してい く(第 皿節)。

＼要 が あ る。(江 藤 隆 司 『`'1・ウモ ロ コ シ"か う読 む世 界 経 済』 光 文社
,156-158ペ ー一ジ、)
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1米 国 バ イオ ・エ タ ノ ール 産 業 の 概 観

1産 業 構 造

まず,米 国 の バ イ オ ・エ タ ノー ル産業 が,1980年 以 後 に急 成 長 を遂 げ た こ と

を確 認 して お きた い。 第1表 は,米 国 内 の バ イ オ ・エ タ ノー ル燃 料 製 造 量 の 推

移 を 示 した 表 で あ る。 エ タノ ー ル燃 料 製 造 量 は,1980年 の1億7500万 ガ ロ ンか

ら,2002年 に は21億3000万 ガ ロ ンに まで増 加 して い る。 この 間,一 度1996年 に

前 年 比 で 生 産量 が 落 ち 込 むが,そ の後 は順調 な 成長 を示 して い る。

次 に,ア グ リ ビジ ネスが,米 国の バ イ オ ・エ タ ノー ル産業 の主 た る担 い手 で あ

るこ とを確 認 してお きたい 。 第2表 は,米 国 の バイ オ ・エ タノー ル燃 料 の製 造企

業 を生 産能 力 の順 に示 した もので あ る。 まず,最 大 手 のADM社 は,7基 の プ ラ

ン ト合計 で 年 間10億7000万 ガ ロ ンの エ タ ノー ル燃 料 生 産 能力 を有 す る,,こ れ は,

米 国の バ イオ9エ タノー ル生 産能 力 の約 四 割 に相 当す る。 トウ モ ロ コ シ加 工業 者

で あ るADM社 は,原 料 で あ る トウモ ロ コ シの取 引業 に進 出 して垂 直 的統 合 体制

を構 築 し,新 興 多 国籍 ア グ リビ ジ ネス と して 台頭 して きた5㌧ バ イオ ・エ タ ノー

ル事業 は,ADM杜 の不 可 欠 の収益 基 盤 で あ り,同 社 は,エ タ ノー ル生 産 を 奨励

す るた めの優 遇税 制や助 成 金 を要求 して,最 も積 極 的に ロ ビー活動 を展 開 して きた。

第 三位 の カ ー ギ ル社 は,年 問1億 ガ ロ ンの 生 産 能 力 を有 す る。 同杜 は,穀 物

商社 と して ス ター トしなが ら加 工 部 門 に進 出 して 多 角 化 を 果 た して きた 、、同社

の エ タ ノー ル燃 料 生 産 は,コ ー ン ・ウ ェ ッ ト ・ミ リ ング部 門 に よ って担 わ れ て

い る。 コー ン ・ウェ ッ ト ・ミ リン グ とは.ハ イブ リ ッ ド ・コ ー ンを分 解 して,

家 畜 飼 料,甘 味料,エ タ ノー ル な どの 原材 料 を生 産す る プ ロ セ スで あ る。 コー

ン ・ウ ェ ッ ト ・ミリ ン グ部 門 は,カ ー ギ ル全 体 の なか で も最 大 の ドル箱 とな っ

て い る と され て い る6)。

5)冬 木 勝 仁 「米 国 の世 界 農 業 ・食 料 戦 略一NAFTAの 意 味 一 」(中 野 一 新 編 『ア グ リ ビ ジネ

ス論 』 有i斐 閣,1998年 ・,第一 ・章 〉 を 参照 。

6)ブ ル ー ス ター ・二一 ン,中 野 一 新 監訳rカ ー ギ ルー ア グ リ ビ ジ ネ スの 世 界 戦 略一一 』 大 月 書

店,1997年,42ペ ー ジ。(Kneen,Brewster,1η τ餅 みZ8Gf`・ η`'C:83ゆ 〃 側`!1`5Tr``π5加`'o・'認 ■
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第1表 米 国 の バ イオ ・エ タ ノ ー ル燃料 製造 量 の推 移

年 1980 1982 1984 1986 1988 1990 且99219941996199820002002

製 造

(100万 ガロ

且里

ン)
175 350 430 710 845 900 1,1001.3501,1001,400L6302,130

出所 二RenewableFuelsAssociation、E`加'2・'1〃4～ 碑 ぴ0μ"・ 罐200a2003 .よ り作 成D

第2表 米国の バイオ ・エ タノール燃 料製造企業(2003年1月 現 在)

企 業
}

製造 能力 建設 ・拡張巾

(百万ガ ロン/年 〉

シ ェ ア

(%〉
備 考

ADM杜 1,070 39.5 穀物 メ ジヤー

WlllimsBi・ 一Energy祉

自祉 プラン ト

提携企業7社

300

135

165

ll.1

総合エ ネルギー

企業W曲 組11s社

のバ イオ ・エネ

ルギー部門

カーギ ル社 ll8 4.4 穀物 メジヤー

5000万 ガロ ン以 上1億 ガロ ン未満6祉 437 16.1

5000万 ガロ ン未満37社 781.8 58 28.9

建設中11社
『

425

合 計 2,706.8 483 100.0

出 所:RenewableFuelsAssociati・n、 耽 み`～ηo!11'4㍑ ∬ぴ0'轟o罐2003
,pp.8-9.よ り 作 成 い

ま た,ド 位 に は 年 間 製 造 量5千 万 ガ ロ ン以 下 の比 較 的小 規模 な 業 者 が .多 数

存 在 して い る。 これ らの過 半 は,イ リノ イ州 な ど中 西部 コー ンベ ル ト地 帯 の農

場 経 営 者 た ち が所 有 す る有 限会 社(LLC)で あ る。

トウモ ロ コ シ農 場 経 営 者 に と って も,米 国 エ タ ノー ル燃 料 市 場 は この20年 間

で 最 も急 速 に成 長 した 部 門 で あ る。 米 国 エ タ ノー ル燃 料 市 場 は
,2001年 には,

国 内 飼 料 向 け(58億5000万 ブ ッ シ ェ ル.59%),輸 出 向 け(19億75〔)0万 ブ ッ

シェ ル、2〔)%)に 次 ぐ,三 番 目の セ グメ ン ト(6億9000万 ブ ッシ ェル ,7%)

と な って い る。 エ タ ノー ル燃 料 市場 は,ト ウモ ロ コ シ生 産農 家 に とっ て総 額30

億 ドル以上,1ブ ッシ ェル 当 た り30～35セ ン トの収 益 を実 現 す る セ グ メ ン トと

＼8かπごε9'～5,1995,)

＼
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な って い る%

以 上 を ふ ま え る と,米 国 の エ タ ノー ル燃 料 産 業 は,ADM社 お よび カー ギ ル

社 とい う穀 物 メ ジ ャーが 牽 引 しつ つ,中 西部 の トウモ ロ コ シ農 場 経 営 者 た ち も

自 ら起業 して い る とい う構 造 が 浮 き彫 りに な って くる。

注 意 して お く必 要が あ る の は,米 国 バ イ オ ・エ タ ノー ル 産業 に お い て は,石

油企 業 の 側 か らの 参 入 も見 られ,複 雑 な競 争 の様 相 を呈 して い る こ とで あ る.

第 二 位 の ウ ィ リ ア ム ズ ・バ イ オ ・エ ナ ジー(WilliamsBio-Energy)は.総 合

エ ネ ル ギ ー企 業 グ ル ー プで あ る ウ ィ リア ム ズ(TheWilhamsCompallies,Inc、)

の バ イオ ・エ ネ ル ギ ー部 門で あ る。 ウ ィ リア ム ズ社 は,元 来.石 油 製 品 ・天 然

ガ ス輸 送 パ イプ ラ イ ン部 門 に拠 点 を置 い て きた。 後 に,石 油 精 製 、 石 油 化 学 部

門な ど と並 行 して,化 学 部 門 の一 環 と して バ イ オ燃 料 部 門 に も進 出.多 角 化 し

た。 ウ ィ リア ムズ社 は,7社 の バ イ オ ・エ タ ノー ル製造 企 業 とパ ー トナ ー シ ッ

プ を結 ん で お り,そ れ ら を含 め る と 年 間3億 ガ ロ ンの バ イ オ ・エ タノ ー ル製 造

能力 を有 して い る。 石 油 企 業 ウ ィリア ム ズ社 の バ イ オ ・エ タ ノー ル産業 へ の参

入 は,同 産 業 の利 潤 率 と成 長 率 の 高 さ を表 現 してい る とい え よ う。

石 油 産業 か らの参 入が 可 能 と な った の は,両 産業 と もに大 規 模 化 学 プ ラ ン ト

を操 業 す る装 置 産業 で あ るた め で あ る。 生 物 資 源 か,化 石資 源 由来 で あ るか と

い う原 料 の差 異 はあ るが.炭 化水 素 を蒸 留 ・精 製 す る化 学 プ ロセ ス の管 理 で あ

る とい う点 で は,両 者 の 生 産過 程 は技 術 的 に共 通 で あ り,広 く見 れ ば化 学 産 業

の 一 部 門 で あ る。 レー ガ ン政 権 に よる規 制 緩 和 政 策 後 の米 国 資 本 主 義 の 特 徴 の

一 つ は
,収 益 性 が 高 けれ ば異 な る産 業部 門 に対 して果 敢 に参 入 す る ダ イ ナ ミズ

ム にあ るが,石 油 産業 とバ イオ ・エ タ ノー ル産業 につ い て は生 産技 術 の共 通 性

を基 礎 と して い る点 を 見落 と して は な ら ない%

7)Nat玉 。nalC。mGmwersAs5。eiati。n,丁 加 砿 ・〆∠4`ゾC・"～2002(h廿pl//www・ncgac・m・2002)

8)二 一 ン は,ト ウ モ ロ コ シ 加 工 コ ン ビナ ー トが 「石 油 精 製 施 設 に似 て い る 」 と述 べ て い る。

(二 一 ン,前 掲 書 、44ペ ー ジ,,)
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2オ イル ショック とバイオ ・エタノール産業育成政策

米 国 バ イ オ ・エ タ ノー ル産 業 が 誕 生 した 直接 の契 機 とな っ た の は
,1970年 代

の オ イ ル シ ョ ックで あ る。OPEC諸 国 に よ る油 田 国有 化 政 策 と原 油 価 格 の 高

騰 を受 け て,米 国 の エ ネ ル ギー 政 策担 当部 局で は,中 東 輸 入 原 油 に対 す る依存

度 を低 下 させ るエ ネ ルギ ー 自立 政 策 が 志 向 され た 。 そ の 際 に 着 目され た の が 国

内 で 豊 富 に生 産 さ れ て い る トウモ ロ コ シ を主 原 料 とす るバ イ オ ・エ タノ ー ル燃

料 で あ る 。 当時,ブ ラ ジ ルが サ トウ キ ビ を原料 とす る バ イオ ・エ タノ ー ル燃 料

を 生 産 し,輸 入原 浦 を代 替 す る政 策 を と って成 功 を お さめ て い た
。 これ を 受 け

て,米 国で も トウモ ロ コ シを原 料 とす るバ イオ ・エ タ ノー ル燃 料 の 生 産 が 開 始

され た 。

エ タ ノー ルに よ っ て代 替 され る石 油 製 品 と して念 頭 に おか れ た の は
,最 大 の

石 油 製 品市 場 セ グ メ ン トで あ る 自動 車 用 ガ ソリ ン市 場 で あ った
。1979年 に は,

エ タ ノー ル燃 料 の 使 用 を 奨励 す る 農 業州(ネ ブ ラ ス カ
,ア イ オ ワ)に お い て,

10%の エ タ ノー ル と90%の ベ ー ス ・ガ ノ リ ン と を 混 合 した 「ガ ソホ ー ル」

(gasoho1)の 販 売 が 開始 され て い る、,

米 国 バ イオ ・エ タノ ー ル産 業 の 揺 藍 期 に お い て は
,連 邦 政 府 の エ ネ ル ギー 政

策 が 同産 業 を保 護 し,育 成 す る役 割 を 果 た して きた 。 オ イル シ ョ ックに よ って

原 油 価 格 が 上昇 して い た とは い え,エ タ ノー ル燃 料 は原 油 に対 して価 格 競 争 力

が 弱 か った た め で あ る。 具 体 的 に は,以 下 で 述 べ る 一連 の法 令 整 備 に よ っ て,

バ イ オ ・エ タ ノー ル に対 して 免 税措 置 が採 用 さ れ
,ガ ソホ ー ル普 及 の 条 件 が 整

備 され てい ぐ'),、

まず.1978年 エ ネ ル ギ ー課 税 法(EnergyTaxAct。f1978)は
,10%以 上 の

ア ル コー ル を 含 む燃 料 に対 して,ガ ソ リン に課 せ られ て い た1ガ ロ ン当 た り4

セ ン ト分 の 消 費 税 を免 除 した(1984年 まで の期 隈 付 き)
。1ガ ロ ンの エ タ ノ ー

ルか ら10ガ ロ ンの ガ ソホー ルを 生 産 で きる の で
,エ タノー ル1ガ ロ ン当 た り40

9)SegaLMigd・n ・"Alc。h。IFuels-Backgτ ・und…mdC_吐Stat電1s .罰 々ρh。出 ♂8∠5``刀`!L6α4

P加 剛 ・了ξアノ'・CRSRep・ 貢f・ τCζ)n即ess
,Washingt。n,1986、
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セ ン トの節 税 効 果 が 生 じる こ と に な る。 これ に よ っ て,粗 製 ガ ソ リ ン に エ タ

ノー ルを ブ レ ン ドして販 売 す る ガ ソホ ー ル業 者 が 増 加 し,エ タ ノー ル燃 料 普 及

の き っか け とな った 。 この 免 税 の 財 源 は道 路 信 託 基 金(theHighwayTrust

Fし、nd)で あ る。 免 税 条 件 と して ア ル コー ル はバ イオ燃 料 で あ る こ とが 求 め ら

れ,化 石 燃 料 を原 料 と して は な らなか った 。

1978年 法で は,免 税 期 限 は一1984年まで で あ っ たが,1980年 原 油棚 ぼ た 利益 課

税 法(TheCru(1(,OilWindfallProntTaxActof1980)に お い て,免 税 期 限

は1992年 にま で 延 長 さ れ た。 ま た,同 法 は,ガ ソホ ー ル業 者 に対 して 所 得 税 を

控 除 す る措 置 を と った 。

1982年 陸 上 輸 送 補 助 法 修 正 法(SurfaceTranceporlationAssistanceActof

1982)は,免 税 措 置 に よ る ガ ソ ホー ル支援 を さ らに進 め た。 同法 は,ガ ソ リン

に対 す る消 費税 を1ガ ロ ン当た り4セ ン1・か ら9セ ン トに 引 き上 げ る と同時 に,

ガ ソホ ー ル に対 す る免 税 額 を,1ガ ロ ン当 た り4セ ン トか ら5セ ン トに 引 き上

げ た 。 さ ら に,85%以 上 の エ タ ノー ル燃 料(E85)に 対 して は,9セ ン ト分 を

ま る ご と免税 した 。つ ま り,1ガ ロ ン当 た り消 費税 は,ガ ソ リ ンが9セ ン ト,

ガ ソホ ー ルが4セ ン ト,E85はOセ ン トとい う こ と に な る。 また,輸 入 ガ ソ

リ ンに対 す る関 税 は,1ガ ロ ン当 た り40セ ン トか ら50セ ン トに引 き ヒげ られ た。

ま た,1980年 エ ネ ルギ ー 安 全 保 障 法(EnergySecurityAclHま,国 内 エ タ

ノー ル燃料 の増 産 目標 を設 定(1982年 末 ま で に年 間9億2000万 ガ ロ ンに,1990

年 まで に 国 内 ガ ソ リ ン市 場 の10%に あ た る 年 間100億 ガ ロ ン)し て.包 括 的 な

エ タ ノー ル産 業 振 興 策 が と られ てい る 。,まず,借 入 保 証.価 格保 証 購 買 契約

を 目的 とす る総 額12億7000万 ドルの補 助 金 プ ロ グ ラムが 組 まれ た 。 補 助 金 は,

農 務 省 に対 して5億2500万 ドル(年 産1500万 ガ ロ ン以 下 の エ タ ノー ル生 産 業 者

に対 す る補 助 金).エ ネ ♪レギ ー 省 に 対 して5億2500万 ドル(年 間1500万 ガ ロ ン

以上 の エ タ ノー ル生 産 者 に対 す る補 助 金)に 分 割 され た.ま た,同 法 は.エ ネ

ルギ ー省 内 に アル コー ル燃 料 部 を 独 立 さ せ,農 務 省 に よ る バ イ オ ・ア ル コー ル

燃 料研 究 プ ロ グ ラ ムを紅 織 連 邦 公 用 車 で の ガ ソホ ー ル利 用 を増 加 させ る よ う
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指 示 す る な ど,多 岐 にわ た って い る。

この よ う に,米 国 の バ イ オ ・エ タ ノー ル産 業 は,オ イ ル シ ョ ック以後 の エ ネ

ル ギ ー政 策 の 恩 恵 を 受 けて い る、,だが,税 制 上 の 優 遇 措 置 を と った と して も,

や は りバ イ オ ・エ タ ノー ルは原 油 に対 して価 格 競 争 力 を持 ち え な い 。で は,エ

タ ノー ル需 要 の増 加 は 何 に 基づ くのか 。 実 は,バ イ オ ・エ タ ノー ル に対 す る需

要 の 増 加 は,単 に輸 入 原 油 を 代 替 す る燃 料 と して の もの で は な い 。 そ れ は,

1970年 代 に 大 気 清 浄 化 法 に 基 づ い て禁 止 され た オ ク タ ン価 向 上 添 加 剤 一 鉛

一 を代 替 す る ク リー ンな添 加 剤 と して の需 要 で あ る
。 バ イ オ ・エ タ ノー ル は,

ガ ソ リ ンの オ ク タ ン価 向上 添 加 剤 市 場 にお い て ,鉛 を代 替 しなが ら そ の シェ ア

を拡 大 して い く。 そ して,大 気 清 浄 化 法 は,鉛 か らバ イ オ ・エ タノ ー ルヘ の オ

ク タ ン価 向上 添加 剤 の転 換 を促 進 す る役 割 を 果 た して お り,こ れ が バ イ オ ・エ

タ ノー ル需 要 急 増 の条 件 とな って い る。

II大 気清浄化法の下でのエタノール需要の増大

1197D年 法 とガソリン無鉛化政策

1970年 法 に基 づ くEPAの ガ ソ リ ン無 鉛 化 政 策 の意 義 は,ガ ソ リ ンの オ ク タ

ン価 向上 剤 と して の エ タ ノー ル 需 要 を創 出す る役 割 を果 た した こ とで あ る。

オ ク タ ン価 とは,ガ ソリ ンの ア ンチ ノ ック性 能 の 指標 で あ る。通 常 販売 さ れ

てい る レギ ュ ラー ・ガ ソ リ ンの オク タ ン価 が90程 度,ハ イ オ ク ・ガ ソ リ ンの オ

ク タ ン価 は100で あ る(リ サ ー チ 法 オ ク タ ン価 〉。 粗 製 ガ ソ リ ン(ナ フサ)は ,

原 油 を分留 す れ ば得 られ るが,オ ク タ ン価 が70程 度 と低 く,ガ ソ リ ン と して は

実 用 性 に 乏 しい ・ そ こで,ナ フサ に対 して,オ ク タ ン価 の高 い成 分 を混 合 す る

必 要 が あ る。 エ タ ノー ル の オ ク タ ン価 は115で あ り,オ ク タ ン価 向上 剤 と して

は優 れ た特 性 を もっ て い る(第3表 を参 照)。

高 オ ク タ ン価 とい うエ タ ノー ルの特 性 は,従 来 か ら知 られ た 事 実 で あ った が ,

米 国 石 油精 製 産 業 は オ ク タ ン価 向 上剤 と して エ タ ノー ル を使 用 せ ず に四 エ チ ル

鉛 を 使 用 して きた 。 四 エ チ ル鉛 は,大 手 化 学 企 業 の エ チ ル社(EthylCo .)が
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第3表 含酸 素化合物 の属性

バ イオ ・エ タ ノー ル MTBE

化 学 式 CH3CH20H CH30C(CH3)3

酸素含有率(重量比) 34.73% 18.15%

オ ク タ ン 価 115 110

RVP 蒸 気 圧 18 8

原 料 農作物 天 然 ガ ス(メ タ ン)

出所lNaUonalPetmleumCounci且.U511セ η々'創'〃～R《戸π"1g」M癬'"gRβ喫'2で"ヱ6'z'5

プbヂαθ`～"8プ燕ε飯"～4Rψ ヨ餅孤Washington,DC,A』1gust1993,AppelldixL・
より作成。

独 占 的 に 生 産 ・販 売 して き た。 エ チ ル社 は,米 国 の 自動 車 産 業 と石 油 産 業 の

トップで あ るGM社(GeneralMotorsco叩.〉 と,石 油 企 業 の トップの ス タ ン

ダー ド ・オ イ ル(ニ ュー ジ ヤー ジー)社(StandardOilofNewJerseyCo,)

が,1920年 代 に共 同子 会 社 と して 設 立 した 企 業で あ る,.エ チ ル社 は,石 油 精 製

業 者 に対 して 四 エ チ ル鉛 を供 給 す る と と もに,四 エ チ ル鉛 を 添加 され た ハ イ オ

ク ガ ソ リンの 販売 権 を フ ラ ンチ ャイ ズ して きた 。 以来,50年 間 にわ た っ て,四

エチ ル鉛 は,オ ク タ ン価 向上 剤 の業 界 標準 で あ っだ 。)。

バ イオ ・エ タ ノー ル は,GM社 と ス タ ン ダー ド ・オ イル社 の協 調 に よ って,

自動 車 用 燃 料 市 場 か ら排 除 され て きた とい って よい 。 しか し,EPAの ガ ソ リ

ン無 鉛 化 政 策 は,こ の 業界 標 準 を突 き崩 し,新 た な競 争 の機 会 を与 え る こ と と

な った 。 ガ ソ リン無鉛 化 政 策 は,オ ク タ ン価 向 上 剤 の 不足 か ら ガ ソ リ ンの供 給

不足 を もた ら し,ガ ソ リ ン価 格高 騰 の 要 閃 とな ったm。 そ こでEPAは,オ ク

タ ン価 向 上 剤 と して の エ タ ノー ルの 利 用 価 値 に 注 日 した 。1978年,EPAは,

四 エ チ ル鉛 を代 替 す る オ ク タ ン価 向上 剤 と して エ タ ノー ルの 使 用 を認 め,ガ ソ

リンに対 して容 積 比10%の エ タ ノー ルの添 加 を認 可 した 。 これ に よ って,前 述

した ガ ソホ ー ル の販 売 が 許 され る こ と にな った。

10)拙 稿 「米国自動車 ・石油精 製企業のマ スキー法への対応」 『経済論叢』 第168巻 第4号.2001年

10月 を参照,,

li)「 アメ リカの石油精製 停滞の後の拡大」 『Pe甘oleumEconomigt(日 本語版)』1979年11月 。
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この よ うに,バ イ オ ・エ タ ノー ル は,中 東 原油 を代 替 す る バ イ オ燃 料 と して

で はな く,鉛 を代 替 す る ガ ソ リ ン ・オ ク タ ン価 向上 剤 と して有 用 性 を認 め られ,

そ の 市場 が 誕 生 した ので あ る。

2バ イオ ・エタノール連合 とMTBE連 合の競争

1970年 法 に 基 づ くEPAの ガ ソ リン無 鉛 化 政 策 は,ガ ソ リ ンの オ ク タ ン価 向

上 剤 の 不足 を もた ら し,バ イ オ ・エ タ ノー ル需 要が 誕 生 す る契 機 とな った 。 と

は い え,バ イオ ・エ タ ノー ル は,全 面 的 に四 エ チ ル鉛 を代 替 して い った わ けで

は ない 。 とい うの も,石 油 メ ジ ャー の エ ク ソ ン社 を は じめ とす る大 手 石 油 精 製

企 業 は,四 エ チ ル鉛 に代 替 す る オ ク タ ン価 向 上剤 と して バ イ オ ・エ タ ノー ル を

使 用 しなか っ た た めで あ る,

ガ ソリ ン無 鉛 化 の も とで 大 手 石 油 精 製 企 業 は,1970年 代 に は製 油 所 の 二 次 精

製 装 置で 生 産 され る芳 香 族 を 中心 とす る高 オ ク タ ン価 ガ ソ リ ン基 材 を 増 産 した 。

そ して,1980年 代 か らはMTBE(メ チ ル ・ター シ ャ リー ・ブ チ ル ・エ ー テ ル)

を 生 産 し,四 エ チ ル鉛 に代 わ る オ ク タ ン価 向上 剤 と して 使 用 した 。 後 述 す る よ

うに,芳 香 族 系炭 化 水 素 の 有 害 性 が 指摘 さ れ,1990年 法 に よ って そ の使 用 が 規

制 さ れ る よ うに な る と,大 手 石 油 精 製 企 業 はMTB仁 の使 用 に ます ます 依 存 し

て い くこ とに な る。

MTBEと は,人 工 的 に 合 成 され た エ ー テ ルの 一 種 で,自 然 界 に は存 在 しな

い 人 工 化 学 物 質 で あ る。MTBEの オ ク タ ン価 は110で あ り,オ ク タ ン価 向 上

剤 と して 十 分 使 用 で き る(第3表 を参 照)。 ま た、 実 際 に,1970年 代 以 来,欧

州 の 石 油 産 業 に お い て オ ク タ ン価 向 上 剤 と して使 用 さ れ て き た。EPAは.

1981年 に は,ガ ソ リ ンに対 して容 積 比11%のMTBEを 添 加 す る こ とを認 可 し.

1988年 にはMTBE添 加 率 の 上 限 を15%に まで 引 き上 げ た。

MTBEの 主 原 料 は天 然 ガ ス(主 成 分 は メ タ ン)か ら合 成 さ れ る メ タ ノ ー ル

で,石 油 製 油 所 内 の プ ラ ン トで 生 産 す る こ とが で き る 。 第4表 に,米 国 の

MTBE製 造 上 位 企 業 を 示 した が,こ れ ら は大 手 石 油 精 製 企 業 も し くは 同 一 グ
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第4表

第172巻 第5・6号

ア メ リカ のMTBE製 造 企 業(ll993年)

企 業

ARCO(ARCOChemlαdCo.)

TexasPetrochemiealsCorp、

ValeroRefhlingCo.

ExxonChemical

TexacoChemicalsCo.

ShellOllCo,

ChevronU.S.A,Corp.

AmocoOiiCo.(AmocoOilProductsCo.)

StarEnterp貢se

PhibroRe6ninghlc.

CitgoPetroleumCorp,

AshhndPetroleumC(〕.

PhimpsPetroleumCo.

BPOilCo,

MarathonOilCo.

ConocoInc.

Lyondell-CitgoReflneryCo,

Mobilα1CorP.

ToscoCorp.

SlmRefilling&MarketingCo、

DiamondShamrockInc,

CrowllCentralPetroleumCorp,

SouthwesternRefiningCo.

Amerad輩HessCorp,

FinaOi1&ChemicalCo,

ム
・ 計

生 産 能力

(100万ガロン/年)

8

8

7

7

8

7

7

0

8

8

8

8

4

0

9

8

8

5

5

5

8

8

3

8

5

7

6

4

0

3

0

9

7

6

6

5

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

1

1

6

3

り乙

2

1

1

2、570

出 所:辱UGJSpecial,"0μ θC`45/・ ～`r'」砿Dec.20,1993.よ り 作 成 血

ループ内の石油化学企業である。石油メジャーは,川 上の原油生産,輸 送部門

から.川 下の石油精製,販 売部門にいたるまで垂直一貫統合体制を構築 し,あ

らゆるマージンを独占しようとする戦略をとっている。オクタン価向上添加剤

は高品質ガソリンを生産す るのに不可欠な原料であ り,MTBEを 自前で生産
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す る こと に よ って 精 製 マ ー ジ ンの増 加 を は か った の で あ る。

で は,い か な る主 体 が ガ ソ リ ンの オク タ ン価 向 上 添加 剤 と して バ イオ ・エ タ

ノ ー ル を使 用 した の だ ろ うか1、既 に別 稿 で 述 べ た よ うに ,大 手 石 油精 製 企 業 は

製 油 所 を高 度化 し,高 オ ク タ ン価 の ガ ソ リン基材 の 生産 量 を増 や す こ とに よ っ

て,無 鉛化 政策 の下 で もガ ソ リ ン生 産 を維持 した。 他 方 で ,中 小 石 油 精 製 企 業

は,技 術 的 ・資 金 的制 約 か ら製 油 所 の 高 度 化 が 困難 で あ り,独 力 で の ガ ソ リ ン

生 産 が 不 可 能 とな る事 態 へ と追 い 込 まれ た12}。こ こで ,自 らの物 流 手段 とサ ー

ビス ・ステ ー シ ョン網 を もつ ジ ョバ ー(jobber)と 呼 ばれ る ガ ソ リ ン販 売専 門

業 者 が 活躍 したi%ジ ョバ ー は 自 ら製 油所 を操 業 す る こ とな く,中 小 石 油精 製

企 業 か ら粗 製 ガ ソ リン を,バ イ オ ・エ タ ノー ル製 造 業 者 か らエ タ ノー ルを購 入

し,両 者 を ブ レン ドして ガ ソホ ー ル と して 販 売 した.ジ ョバ ー は ,税 制 面 に お

い て も前 述 した バ イ オ ・エ タ ノー ル産 業 保 護 政 策 の恩 恵 を享 受 す る こ とがで き
,

ガ ソホー ル販 売 量 の拡 大 を担 って い った の で あ る。

した が って,バ イ オ ・エ タノー ル市 場 の 形 成過 程 は ,ガ ソ リ ン無 鉛 化 政 策 に

よ って苦 境 に立 た され た 中小 石 浦 精 製 企 業,バ イ オ ・エ タノー ル を生 産 す る ア

グ リ ビ ジネ 入 両 者 を媒 介 す る ガ ソ リ ン販 売 専 門業 者 の三 者 か らな るバ イ オ ・

エ タ ノー ル連 合 の 構 築 で あ る。

こ こ にい た って.ガ ソ リンの オ ク タ ン価 向 上 添 加剤 市場 を め ぐ って
,大 手 ア

グ リ ビ ジネス企 業 を 中心 とす る バ イ オ ・エ タノー ル連合 と
,大 手 石 油 企 業 を 中

心 とす るMTBE連 合 との 間 の 競 争 関 係 が 発 生 した 。 両者 の 競 争 は ,1990年 大

気 清 浄 化 法 の定 め る ク リー ン ・ガ ソ リン計 画 の 影響 を受 げ なが ら展 開 され る こ

とに な る。

12〉 拙稿1米 国の環境 規制と多国籍石油企業」 『調査 と研究』第24号 ,20Q2年4刀 を参照。
13)全 国石油商業組合連 合会政策部会 「石油流通業の構造改革 ビジ コンー 中問 と りまとめ一 」

2001年,17ペ ー ジ.
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31990年 法 とクリーン ・ガソ リン計画

1990年 法 は,EPAに 大 気 汚 染 基 準(NAAQS:theNationalAmblentAir

QuahtyStandards)を 定 め る権 限 を 付 与 し,NAAQS基 準 の 未 達 成 地 域 に 対

して 改 質 ガ ソ リ ン計 画 と 含酸 素 ガ ソ リ ン計 画 の導 入 を要 求 した 。

改 質 ガ ソリ ン,含 酸 素 ガ ソ リン とは,含 酸 素化 合 物 を添 加 す る こ と を定 め た

ク リー ン ・ガ ソ リ ン規 格 で あ る。 含 酸 素 化 合 物 に はMTBE,ETBE,TAME,

エ タ ノー ルの 四 種 類 が あ るが,米 国 で の 使 用 量 の 大 半 はMTBEと エ タ ノ ー ル

が 占 め て い る。 含 酸 素 化 合 物 の 添 加 に よ っ て,一 酸 化 炭 素(CO〉,窒 素 酸 化

物(NOx)な ど の排 気 ガス 中 の 有 害 物 質 が 減 少 す る とさ れ て い る 。 また,後

述 す る よ うに,含 酸 素 化 合物 ぽ有 害 な芳 香 族 を代 替 可 能 で あ る。

含酸 素 ガ ソ リ ン計 画 は,排 気 ガス 中 の一 酸 化 炭 素 の削 減 を 目的 と して お り,

C(:)基 準 未 達 成 地 域 にお い て,冬 期 三 ヶ月 以 上 の期 間,含 酸 素 ガ ソ リ ンを 導 入

す る計 画 で あ る、、1992年11月 以 降 に 実 施 さ れ る こ と とされ た 。

改 質 ガ ソ リ ン計 画 は,排 気 ガ ス中 の オ ゾ ン形 成物 質,窒 素 酸 化 物 の 削 減 を 目

的 と して お り.地 表 部 に お け る オ ゾ ン基準 の 未達 成 地域 に お い て,通 年 で 改 質

ガ ソ リ ンを 導 入 す る計 画 で あ る。 こ の導 入 プ ロ グ ラ ム は,Phase1(1995年 ～

1999年)お よ びPhase2(20(IO年 ～)に 分 か れ てい る。

改 質 ガ ソ リ ン計 画 は,排 気 ガ ス中 の有 害 化 学 物 質(toxicchemicals)の 量 を

1995年1月 以 降 に15%,2000年 まで に25%削 減 す る こ とを 要 求 して い る。有 害

化 学 物 質 と して は,ガ ソ リン中 の ベ ンゼ ン と乏 れ を含 む 芳 香 族 炭 化 水 素(ベ ン

ゼ ン,キ シ レ ン,ト ルエ ン)が 指 定 され,ベ ンゼ ンの使 用 量 は体 積 比LO%を

超 えて はな らず,芳 香 族 全 体 で は体 積 比25%を 超 え て は な らな い との 制 限 が 設

け られ た,、芳 香 族 は,毒 性,発 ガ ン性,催 奇 形性 な どの有 害性 を指 摘 され る物

質で あ り,ガ ソ リ ン中 の芳 香 族 に よ る土 壌 ・地 下 水 汚 染 問題 が指 摘 され て い た。

1990年 法 の制 定 過 程 にお い て,議 会で 芳 香 族 の 有 毒 性 が議 論 され る中 で は,芳

香 族 に代 わ る オ ク タ ン価 向 上 剤 と して 含酸 素 化 合 物 の使 用 が 推 奨 され た 。

1990年 法 に よ って,含 酸 素 化 合物 で あ るMTBEと バ イ オ ・エ タ ノー ル と は,
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第一に有害な芳香族を代替するオクタン価向上剤であるという点でクリーンで

あり,第 二に自動車の排気ガスを清浄にするという点でクリーンであると認め

られ,そ の使用が義務づけられることになったわけである。

1990年法が芳香族炭化水素を制限し,含 酸素化合物の使用を義務づけたため

に,こ の条件下で大手石浦精製企業が製造で きるオクタン価向上剤はMTBE

に限られた。そ して,ガ ソリンのオクタン価向上添加剤市場におけるバイオ ・

エタノール連合とMTBE連 合との競争関係が顕在化 した。

4バ イオ ・エ タ ノー ル とMTBEと の 地 域 的市 場 分 割

1990年 法 が 制 定 さ れ,ク リ ー ン ・ガ ソ リ ン計 画 が 実 施 さ れ た 結 果,90年 代 を

通 じ て.MTBEと バ イ オ ・エ タ ノ ー ル の 生 産 量 は 一・段 と増 加 し た 。 米 国 に お

け るMTBE生 産 量 は,1990年 か ら1994年 の 間 に,年 間13億 ガ ロ ンか ら25億 ガ

ロ ン ヘ と ほ ぼ 倍 増 し,1997年 に は,41億 ガ ロ ンヘ と 増 加 し た141。 ま た.エ タ

ノ ー ル 生 産 量 も.1990年 か ら1994年 の 問 に,年 間9億 ガ ロ ン か ら14億 ガ ロ ン に

ま で 増 加 し た(前 掲 第2表 を 参 照)。 た だ し,改 質 ガ ソ リ ン計 画(Phase1)が

導 入 さ れ た 翌 年 の1996年 に は11億 ガ ロ ン に 減 少 し て い る が,1997年 に は 再 び 増

加 に 転 じ て い る 。2001年 の 米 国 ガ ソ リ ン 販 売 量 の 構 成 比 は,一 般 ガ ソ リ ンが

64,6%,含 酸 素 ガ ソ リ ン が3.2%,改 質 ガ ソ リ ンが32.2箔 と な っ て い る151。

MTBE需 要 と バ イ オ ・エ タ ノ ー ル 需 要 は,地 域 的 な 偏 在 性 が 認 め ら れ る 。

第5表 は,ガ ソ リ ン 規 制 エ リ ア に お け る 含 酸 素 化 合 物 の 需 要 の 分 布 をPADD

(PetroleumAdministrationforDefenseDistricts)別 に ま と め た も の で あ る1轟)。

14)Eneτgylnf(一d・nAdministrati・n,'MTBEOxygenates .andM・t・rGas・hne,・,(http://

www。eia.doe.gov/emeu/steo/pub/special/mtbe.html).

15)Lidderdale,TancledandBolm,AileeILEnergyInformationAdministration .じDemandand

PriceOuしlookf()rPhase2RefomulatedGasoline,200()』'(http:〃www、eia,doe、gov/emeu/steo/

Pub/specia1/rfg4.html),

16)PADDと は,国 防上の観点 か らの石抽 ・ガスの行政 区分であ る。PADDl(東 海岸地域 。 メ

イ ン州か らフロ リダ州 にか けての17州),PADD2(中 西部地域。 イリノイ州.イ ンデ ィアナ州

等 の15州),PADD3(メ キシ コ湾 岸地域 。 アラ ・～マ州,ル イジア ナ州等 の6州),PADD4

(ロ ッキー 山脈地 域。 コ ロラ ド州,ア イダホ州 な どの5州),PADD5(西 海岸 地域 、カ リ/
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第5表MTBEと エ タ ノー,レの 地域 別 需 要(1997年)

MTBE

(100万ガロン/年)
(%)

エ タ ノ ー ル

(100万 ガロン/年)
(%)

含酸素 ガ ソリン、改質 ガソ リンに添加 された含酸素化合物 として

PADD1東 海岸

PADD2中 西部

PADD3メ キシコ湾岸

PADD4ロ ッキー1、】脈

PADD5西 海岸

全 米(合 計)

1,971.4 98.2 35.3 1.8

64.4 11.8 481.4 88.2

395.5 90.5 41.4 9.5

4.6 10.7 38.3 89.3

1,499.3 93.1 111.9 6.9

3,935.2 84.7 708.3 15.3

ベ ー ス ガ ソ リン に添 加 さ れ た オ ク タ ン価 向 上 剤 と して 、(ガソホ ー ル を含 む)

全 米 184.0 1 24.5 567.2 75.5

ム1一『 計 4,119.2 76.4 1,275.5 23.6

出所:EllegryIllformIlh()nAdmhlistrati(m,ひ5MTBE、Oxygenates,andMo"Gasoline、"2001)、

より作成、

これ に よ れ ば,ク リー ン ・ガ ソ リ ン中 の 含 酸 素 化 合 物 と して は,MTBEは 東

海岸,メ キ シ コ湾 岸,西 海 岸地 域 で 使 わ れ て お り,バ イ オ ・エ タ ノー ル は,中

西 部 お よ び ロ ッキー 山 脈地 域 で 使 わ れ て い る こ とが わ か る、、

ガ ソ ホ ー ル は,CO基 準 未 達 成 の 都 市 部 大 気 汚 染 地 域 に お い て,重 量 比

2.7%の 酸 素 を含 む ガ ソ リ ン と して 販 売 され る限 りで は 含酸 素 ガ ソ リ ンに 区分

され,そ れ 以 外 の 地 域 で は 一般 ガ ソ リ ンに区 分 され る。 す な わ ち,中 西 部 で は

都 市 と農 村 の区 別 な く,ク リー ン ・ガ ソ リ ンと ガ ソ ホー ルの 区 別 な く,オ ク タ

ン価 向上 添 加 剤 と して バ イ オ ・エ タ ノー ルが 使 用 され て い る。 単 に 統 計 上,都

市 部 の ク リー ン ・ガ ソ リ ン中 の含 酸 素 化 合 物 と して 現 れ るか,農 村 部 の ガ ソ

ホー ル 中 の オ ク タ ン価 向 上 剤 と して現 れ るか の違 い にす ぎ ない 。

した が っ て,ア グ リ ビ ジ ネ スが 拠 点 を お く中 西 部 農 業 州 で は バ イ オ ・エ タ

ノー ルが使 用 さ れ,大 手 石 油 精 製 企 業 が存 在 す る東 西 海 岸 お よ び メキ シ コ湾 岸

諸 州 で はMTBEが 使 用 さ れ る とい うよ うに,事 実 上,地 域 的 な市 場 の 分 割 が

なさ れ て い る と見 る こ とが で き よ う、,

＼フォルニア州等西部5州 および、アラスカ,ハ ワイ州の計7州)の 五つの地域に区分されている。
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バ イ オ ・エ タ ノー ル需 要 は,1990年 法 下 に お い て,排 気 ガ ス を 浄化 す る ク

リー ン ・ガ ソ リ ンの 添 加 剤 と して,芳 香 族 を代 替 す る オ ク タ ン価 向 上剤 と して,

MTBEと と もに拡 大 して きた。 しか し,エ タ ノー ル需 要 は もっ ぱ ら ア グ リ ビ

ジネ スが 依 拠 す る コー ンベ ル ト地帯,中 西 部 に限 定 され た もの で あ った 。 だ が,

90年 代 半 ば よ り,MTBEに よ る環 境 問 題 の 発 生 を 契 機 と して,MTBEを 代 替

す る唯 一 の オ ク タ ン価 向 上 添 加剤 と して,バ イ オ ・エ タ ノー ル需 要 が拡 大 す る

流 れ が 生 まれ て くる。

5MTBEか らバイオ ・エタノールヘ

1996年,カ リフ ォル ニ ア州 サ ン タモ ニ カで飲 料 地 下水 源か らMTBEが 検 出

され た 。 そ の 原 因 は ガ ソ リ ン地 ド貯 蔵 タ ンクか らの ガ ソ リ ン漏 出事 故 に よる も

の とさ れ る 。MTBEは,水 溶 性 で 強 い異 臭 が あ る う え に,発 ガ ン性 が 指 摘 さ

れ て い る。 これ に よ って,サ ン タモ ニ カ市 民 の うち 地 下飲 料 水 に依 拠 して い た

10万 人 分 の 飲料 水 が使 用 不 可 能 とな り,住 民 は石 油 会社 を相 手取 って訴 訟 を起

こ した、,サ ン タ モ ニ カ に 続 い て 各 地 の 地 下 水 か ら もMTBEが 検 出 さ れ
,

MTBEに よ る水 質 汚 染 問 題 は全 米 に ひ ろが った 、,1999年9月,EPAのMTBE

に対 す る調 査 委 員 会(BlueRibbonPanelollOxygenatesinGasohne)は ,飲

料 水 汚 染 防 止 の 観 点 か ら.ガ ソ リ ンヘ のM皿3E添 加 の 削 減 を勧 告 す る答 申 を

提 出 した 旦η、,

ガ ソ リン中 のMTBEに よ る水 質 汚 染 問題 を 受 け て,ま ず,1999年3月 に カ

リフ ォルニ ア州 デ ー ビ ス知 事(GrayDavis)が.ガ ソ リ ンヘ のMTBE添 加 を

2002年12月 末 まで に禁 止 す る と発 表 した 。 さ らに,カ リフ ォル ニ ア州 に続 い て ,

ア イ オ ワ.ア リゾ ナ,コ ロ ラ ド,コ ネ テ ィ カ ッ ト,イ リ ノイ,ミ シガ ン,ミ ネ

ソ タ,ニ ューハ ンプ シ ャー,ネ ブ ラ ス カ,ニ ュー ヨー ク,サ ウ ス ダ コ タ,ワ シ

ン トンの言1'13州が,2005年 まで にMTBE使 用 を禁[Lす る こ とを決 定 した 。 さ

17)EPA420-Rつ9-021,'一AchievingqeanAi婁alldC量eanWater:TheRepo綻oftheBlueRibbol呈

Pane1・nOxygcnatesh・Gas・line,"1999.
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ら に,2001年12月,民 主 党 は4年 以 内 に ガ ソ リ ンヘ のMTBE添 加 を全 米 で 禁

止 す る条 項 を 含 む エ ネ ル ギ ー 法 案(SI766)を 提 出 した 。 今 口,MTBE禁 止

の流 れ は,全 世界 的 な もの とな って い る。 欧 州 で は,特 に飲 料 水 に地 下 水 を広

く利 用 して い る デ ンマ ー クでMTBEに よ る地 下 水 汚 染 が 問 題 に な って お り,

MTBE使 用 禁 止 の 方 向へ 政 府 ・石 油 業 界 双 方 が 動 い て い るE8〉。 ま た,日 本 で

も石 油 産 業 に よ るMTBEの 自主 規 制 が,2003年 に 開始 され る運 び とな った 。

2002年3月 に,デ ー ビス知 事 は,カ リフ ォルニ ア州 で 消 費 さ れ る年 間11億 ガ

ロ ンのMTBEの 代 替 と して,年 問9億 ガ ロ ンの エ タ ノー ルの 供 給 確 保 が 困難

で あ り.MTBE禁 止 に よ って ガ1ノリ ン価 格 の 高 騰 を招 く と して,2004年1月

1日 ま で禁 止 の実 施 を 延期 す る と発 表 した ゆ。 しか しなが ら,同 州 の大 手 石 油

精製 企 業 で あ る エ ク ソ ン ・モ ー ビル,コ ノ コ ・フ ィ リ ップス,ロ イヤ ル ・ダ ッ

チ ・シェ ル,BPは,既 に エ タ ノー ル ヘ の切 り替 え の た め に 多額 の 投 資 を して

お り,前 倒 しでMTBE禁 止 を実 現 す る計 画で あ る201。現 時 点 で は,カ リ フ ォ

ル ニ ア州 を は じめ 全 米 規 模 でMTBEか らエ タ ノー ルヘ の転 換 が 進 み,バ イ

オ ・エ タ ノー ル消 費 量 が 増 大 す る こ とは確 定 的 で あ る。

バ イ オ ・エ タノー ル製造 業者 が 中心 とな ってい る再 生可 能燃 料協 会(Renewable

FuelsAssociation:RFA)は,2012年 に は バ イ オ ・エ タ ノー ル 消 費 量 が 最 低

40億 ガ ロ ンに ま で 増 大 す る もの と見 積 も っ て い る。 さ らにRFAは,エ ネ ル

ギー 法 案 に再 生 可 能 燃 料 の 使 用 基 準(RenewableFuelsStandardlRFS)を 盛

力 込 む こ とを 目指 して ロ ビー活 動 を展 開 して お り,こ れ が 実 現 す れ ば エ タノー

ル消 費 量 は さ らに 拡 大す る と見 込 まれ て い る。

お わ り に

本稿では,米 国の環境政策が,ア グリビジネスの収益基盤の一つをなすバイ

18)『 朝Ll新 聞」2(〕1)1年5月1引r付 。

19)森 田裕 二 「米 国 カ リフ ォ ルニ ア 州 のMTBE規 制延 期 の 波 紋 」 『IEFJ』2002年4月.

20)「 エ タ ノー ル混 合 ガ ソllン の取 り組 み(米 国)」 『PEC海 外 石油 情 報 』2002年11月27日 。
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オ ・エタノール産業の成長の条件となっていたことを示 した。すなわち,米 国

の大気清浄化法にもとづ くガソリン品質規制は,ク リーンなオクタン価向上添

加剤 としてのバ イオ ・エタノール需要を増大させる方向に作用していた。

それは.有 害化学物質規制の過程である。最初に1970年 法が鉛(四 エチル

鉛)の 使用を,続 いて1990年 法が芳香族炭化水素の使用が制限され,現 在,

MTBEの 使用が制限されつつある。大気清浄化法を所管する環境保護庁が,

ガソリンの品質規制を実施する権限を得たことによって,よ り無害なオクタン

価向上添加剤が普及される条件が形成されたのだといえよう。米国の環境政策

は,ア グリビジネスがガソリン添加剤市場への参入を果た した条件 となってお

り,米 国のバイオ ・エ タノール産業の成長の条件となっているのである。

環境問題の観点からは.ガ ソリンのオクタン価向上添加剤 として鉛や芳香族

系炭化水素やMTBEな どの有害な化学物質を使用す ることを禁止 し,バ イ

オ ・エタノールの使用を促進することは,肯 定的な意味があるといえよう,,と

はいえ,食 糧問題を含めたより広い観点からは,日 本の米国からの輸入量 に匹

敵する莫大な量の トウモロコシを自動車用燃料として用いることの是非,穀 物

の自動車用燃料化 という事態をどう評価するのか との指摘 もある2量}。バイオ ・

エタノール燃料使用の是非をめぐっては,今 後も議論が必要であろう。

本稿では,政 策主体が経済過程に対 して影響をおよぼした側面について分析

した.し か し,現 実には,経 済主体が政策過程に対して影響をおよぼす側面 も

存在 している。ユ990年法によって定められた含酸素ガソリン規格,改 質ガソリ

ン規格の策定と実施をめぐっては,石 油産業界 とバイオ ・エタノール産業界 と

の問で公的標準の獲得をめぐる激 しい競争が展開されてお り,こ れが政策過程

に影響を及ぼしている。紙幅の都合上論 じることができなか った。稿を改めて

述べることにしたい。,

21)rlr野 一新 「視点:ク リーンな燃料一 穀物利 用に熟慮必 要」『日本農業新 聞』2000年9月25ロ

付。


